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R I 承 認 平成4年5月6日 例 会 日 毎週水曜日　12時30分～13時30分

事 務 局 所 在 地
佐世保市上町2番12号　佐世保建設会館4階2号

TEL 0956-76-8642   　　FAX　0956-76-8643

  第６区ガバナー補佐 大木　亮諄

【　佐世保東南ロータリークラブ　】

創　立 平成4年3月19日 例 会 場 ホテルフラッグス九十九島

四
つ
の
テ
ス
ト

 1.　真実かどうか 2023-2024年度
 2.　みんなに公平か   国際ロータリー会長 ゴードン Ｒ . マッキナリー

 3.　好意と友情を深めるか   第2740地区ガバナー 緒方　信行

 4.　みんなのためになるかどうか

 SASEBO SOUTH EAST  The Weekly
                ROTARY CLUB

2023年11月8日 (水）　2023-2024年度　第1445 例会　 通算例会第1578 　週報第1445

　２０２３～２０２４年度国際ロータリーのテーマ

世界に希望を生み出そう
（CREATE HOPE in the WORLD)

　２０２３～２０２４年度地区のテーマ

継続と革新の理想的なバランス

２０２３-２０２４年度 会 長　　吉富　政己 幹 事　　竹口　将太

◎　佐世保東南RCスケジュール

11月

クラブ協議会

12月

忘年会

卓　話 クラブ協議会

◎　ビジター　（ ０名）
　な　　　し

◎　本日の欠席者（ １３名）
森山 ・ 谷山 ・ 牟田 ・ 法本 ・ 松田 ・ 徳住 ・ 西田 ・ 前川 ・ 平山

◎　前回のMake-Up ・ 出席免除会員（ ３ 名）

クラブ協議会 年次総会

休　会 休　会

クラブフォーラム

　出席免除会員　：　森山会員 ・ 谷山会員 ・ 松田会員

◎　前回の欠席者（ ９名）
森山 ・ 牟田 ・  松田 ・ 西田 ・ 平山 ・ 廣川 ・ 井澤 ・ 坂井 ・ 井元 　 会員

 本日の出席
２０２３.１１．８ 会員数　２６名 出席数　 １３名 欠席者　　１３名 出席率

　　　週　報　・　月信

 前回の出席
２０２３.１１．１ 出席者数　　１７名

Make－Up　０名
（出席免除会員)　３名

欠席者　　９名 補正出席率

◎　来信 ・ 月信 ・ 週報

井澤 ・ 坂井 ・ 井元  ・ 内川　 会員



　

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

◎　市内ロータリークラブ例会変更

佐世保東RC
休会　：11/9（木）　・　11/23（木）

変更　：11/30（木）12：30～　→　11/26（日）秋季行事のため

佐世中央RC 休会　：11/9（木）18：30～ セントラルホテル　→　シネマボックス太陽　 家族・社員招待映画例会

　●時間管理

◎　幹事報告

第５回会長・幹事会
１１月１４日（火）　18：30～　「シェ・オリーブ」シネマボックス太陽1F
吉富会長・竹口幹事出席

衛星クラブ設立
セミナー

１１月１９日（日）　13：00～　「東彼杵町総合文化会館」
吉富会長・竹口幹事　出席

◎　吉富会長挨拶・報告

 皆さん、こんにちは。本日も例会にご出席いただきありがとうございます。今日は11月８日です、何の日かおわ

　かりでしょうか。良い歯の日です。歯は大事にしましょう！先日の地区大会の御礼状が佐世保北RCから送ら

　れてきました。本日は次期ガバナー補佐の吉田さんの卓話が控えてますので以上で終わります。本日もよろ

　しくお願いします。

　ことで、内容が残業時間の上限に設けられます。元々建設業と運送業を除いて設けられていたのですが、次

　の改正で建設業と運送業も適応されることになりました。今まで除外されていたのはインフラ、建設業の場合は

　●残業の考え方

　１日　８時間超⇒１．２５　※変形労働時間制の場合は各事業所で設定した時間

　１週４０時間超⇒１．２５　※変形労働時間制の場合は各事業所で設定した時間

　●残業時間の上限

　建設業：１か月４５時間（変形労働時間制：４２時間）、年間３６０時間（変形労働時間制：３２０時間）

　※特例：年間６回まで月の上限を超え、年間【建設業】７２０時間まで、【運送業】９６０時間まで可能。

　　　３６協定書に別紙にて、特別条項（例：年に６回残業８０時間あり）として作成が必要。

　　　また、３６協定書を提出していなければ勤務時間８時間を１分でも超えれば違法になる。

　災害などの復旧などに影響がある為。運送業はバスや電車が止まると社会が回らなくなる等影響があったか

　らでした。またお医者さんもそうでした。

本　　日 4，000円

累　　計 1，692，895円

　皆さん、こんにちは。今日はテレビでもよくテレビでも流れてて皆さん注目されている業種ごとの組合や協会などで

　・　「会社にいた時間」　と　「働いた時間」　に多少の差異があっても良いが大きくなると不払いとみなされる　

　２０２４年問題の話が出ていると思います。まず２０２４年問題とは、2024年の４月に労働基準法が改正される

　例）　　日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土　

　　　　　　　　　 ８H　　　８H　　　８H　　　８H　　 ８H　　⑧H　※土曜日は始業から４０時間超

平　　　地 今日もニコニコします。

池　　　田 ニコニコします。

稲　　　吉 ニコニコします。

　・　タイムカード等での管理。働いた時間に賃金発生。

◎　吉田会員より【２０２４年問題について】の卓話

　　　可能性がある。

　・　労働時間は分単位での記録。基本日々の時間切り捨て処理等は認められない。

◎　ニ コ ニ コ B O X

吉　　　富 次年度ガバナー補佐吉田さんの卓話楽しみにしています。ニコニコします。


